
＜返還猶予（免除）申請書＞記入例③ 

  

③ 生活保護相当基準額（生保基準 1.0倍）以下による猶予申請 

    （所得が低いために猶予を申請したい場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（残り返還回数／総返還回数） 
分からない場合は空欄でも構いません。 
 

受付期間を過ぎて申請される
と猶予手続きが間に合わず、
口座引き落しが起こる場合が
あります。一度納付した返還
金は、理由の如何を問わずお
返しできません。  

【申請受付期間】 

 

(原則 )猶予を希望する一ヶ月前まで 

 

随時受付あり 

毎年、申請が必要！ 
 
          
       

【添付書類】 

 

家族世帯全員の住民票謄本  

 

家族世帯全員の課税証明書  
例：令和７年１０～令和８年９月まで猶予を希望  

令和７年度 (令和 6 年分 )課税証明書を添付  

 

審査の結果、希望に添えない場合もあります。  

                 

【猶予を希望する期間】       

生活保護相当基準額以下による猶予申請の期間  

 

（原則）10 月から翌年９月までの希望する期間  

 ※4 月から翌年 3 月まで猶予を希望する場合は、 
 4 月～9 月と９月～翌年３月で２回に分けての申請が必要  

令和■ 
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